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新
春
恒
例
の
阿
蘇
市
消
防
団
出
初

式
が
１
月
７
日
、農
村
公
園
あ
ぴ
か

で
開
か
れ
、団
員
４
５
４
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

　
勇
壮
な
分
列
行
進
で
入
場
後
、式

典
で
は
、梅
野
孝
徳
団
長
が「
こ
と
し

も
万
全
の
体
制
で
、市
民
の
安
心・安

全
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
に
尽
力
い

た
だ
き
た
い
」と
訓
示
し
ま
し
た
。ま

た
、昨
年
の
熊
本
地
震
で
の
活
動
た

た
え
る
総
務
大
臣
感
謝
状
の
伝
達
や

永
年
勤
続
表
彰
の
授
与
な
ど
も
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
昨
年
、市
内
で
発
生
し
た
火
災
件

数
は
17
件
で
、前
年
に
比
べ
１
件
の

増
加
と
な
り
ま
し
た
。

勇壮な行進、消防団始動！
阿蘇市消防団出初式

わだい

まちの 話題
CityTopics

「まちの話題」の情報は、総務課秘書広報係（☎ 22-3111）までお寄せください

勇壮な分列行進で入場する消防団員

第１０回全日本テコンドー選手権大会 西村真利愛（�韓国チョリン大学テコンドー学科１年／一の宮中出身）

●テコンドー

全国大会出場選手紹介

（1.22 ／愛知県）

WebTV アソ
動 画

わだい

人形劇の様子

　
阿
蘇
圏
域
地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
で

12
月
23
日
、子
育
て
相
談
会
が
開
か

れ
、46
人
の
親
子
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、子
育
て
に
悩

ん
で
い
る
家
族
が
気
軽
に
集
ま
り
話

が
で
き
る
場
を
提
供
し
よ
う
と
、相

談
会
を
開
い
た
も
の
で
、菊
陽
町
図

書
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア『
人
形
劇
ぶ
っ

く
る
』に
よ
る
人
形
劇
や
食
事
を
通

し
て
家
族
間
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　
次
回
の
子
育
て
相
談
会
は
、２
月

18
日
㈯
午
前
10
時
か
ら
予
定
し
て
い

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。（
以
後
、不
定
期
に
開
催
を
予

定
し
て
い
ま
す
。）

子育ての悩みお受けします
阿蘇圏域地域療育センターで子育て相談会

阿蘇圏域地域療育センター 子どもの発達に関わるさまざまな相談に対応。
阿蘇の地域療育の中核機関として支援。

子どもたちが住みなれた地域で、
持っている能力を発揮していきいき
と暮らしていけるように地域の福
祉や教育など関係機関と連携をはか
り、支援します。（社会福祉法人やまなみ
会ホームページから引用）

[ 問い合わせ ]
●市役所福祉課�総合福祉係　☎ 22-3167
●社会福祉法人やまなみ会�阿蘇総合支援センター内
　阿蘇圏域地域療育センター事業担当　☎ 32-5155
[ 所在地 ]
阿蘇市内牧 182-1
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住環境課下水道係からのお願い 生活排水施設は正しく使いましょう！
生活排水施設（下水道、浄化槽）は何でも流せるというものではありません。間違った
使い方は、施設の故障や排水管の｢つまり｣や｢悪臭｣などの原因になります。
下水道、浄化槽を使う一人ひとりがマナーを守って正しく使いましょう！！

3
水洗トイレにはトイレットペーパー以外は流さない

ティッシュペーパー、タバコ、ガム、紙おむつ、
生理用品などを流すと｢つまり｣の原因となり
ます。

1 2

4

油類・野菜くずは流さない

天ぷら油などの油類を流
すと排水管に付着し、固
まって｢つまり｣の原因と
なります。同様に野菜く
ずや水に溶けないものも
流さないでください。
油分は、新聞紙や油を固
める製品などに吸わせる
などして、ゴミとして処分してください。

お風呂や洗面所では固形物を流さない

髪の毛や石鹸など
の固形物を流すと｢
つまり｣の原因とな
ります。排水口にた
まった髪の毛などは
こまめに取り除くよ
うにしましょう。

危険物は流さない

ガソリンやシンナー、農薬、アルコール類など
の危険物は流してはいけません。揮発性の高い
ものや化学変化を起こすものを流すと、大事故
を起こす場合があります。

生活排水設備において排水管がつまった場合、個人負担での修理をお願いします。

問市役所住環境課�下水道係　☎ 22-3169

改
　食改一の宮支部では、食育活動の一環として、毎
年、りんどう保育園の親子クッキングを行ってい
ます。
　昨年１１月に年中・年長さんを対象に保護者の
方を含め３３名の参加があり、『カルシウム肉ま
ん」と『カボチャあんまん」の二種類を作りました。
　園児たちは、作り方の説明が終わると、やる気
満々で野菜を切ったり、小麦粉をまぜたりと楽し
みながら、お父さんやお母さん、お友だちみんなで
あんまんを作り上げました。
　蒸す合間に、食改員で食育劇「元気マン」を行い、
食べものの大切さを伝えることができました。
　園児たちは、蒸しあがった肉まん、カボチャあん
まんを見て「わぁ～おいしそう」と、残すことなく

食べてしまい、満足そうにしていました。
（一の宮支部　笹原テツ子）

親子でクッキング♪



●口座振替にできる税
　▷個人市県民税（普通徴収）　▷固定資産税　▷軽自動車税　▷国民健康保険税

●取扱金融機関
　▷肥後銀行　▷熊本銀行　▷熊本県信用組合　▷ＪＡ阿蘇　▷ゆうちょ銀行・郵便局

●手続方法
　 阿蘇市内の取扱金融機関に「阿蘇市市税等口座振替依頼書」がありますので、「預

貯金通帳」と「通帳届出印」を持参の上、取扱金融機関の窓口で手続きしてください。
※�阿蘇市外の金融機関には「阿蘇市市税等口座振替依頼書」が備えてありませんの
で、阿蘇市役所税務課までご連絡ください。依頼書をお送りします。
※手続き後は、翌年度以降も引き続き口座振替となります。

●振替の開始
　金融機関に提出された月の翌月以降の納期の分から。
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市 税 の 納 付

税務課 収税係 ☎ 22-3148

市税の納付は、便利な口座振替で！

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

　
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。納

期
限
日
に
、金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動

的
に
振
替
さ
れ
ま
す
の
で
、市
役
所
や
金
融
機

関
な
ど
に
行
く
手
間
が
省
け
ま
す
。ぜ
ひ
、便
利

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市

CITY  INFORMATION

手続方法など

延滞金の見直し

税務課 収税係 ☎ 22-3148

延滞金などの率が見直されました（延滞金及び還付加算金の割合の特例の見直し）

　
近
の
低
金
利
の
状
況
を
勘
案
し
、国
税
に
お
い
て
市
中
金

利
を
踏
ま
え
た
水
準
に
延
滞
税
の
割
合
の
特
例
が
見
直

さ
れ
、地
方
税
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、平
成
29
年
１
月
１
日
以
後
の
市
税
な
ど
の
延

滞
金
及
び
還
付
加
算
金
の
率
は
、左
記
に
示
す
期
間
ご
と
の
率

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

最

CITY  INFORMATION

延滞金などの率

H25.12.31
まで

H26.1.1 から
12.31 まで

H27.1.1 から
H28.12.31 まで H29.1.1 ～

延
滞
金

納期限の翌日から
１カ月を経過
した日以後

14.6％ 9.2％ 9.1％ 9.0％

納期限の翌日から
１カ月を経過
する日まで

4.3％ 2.9％ 2.8％ 2.7％

還付加算金 4.3％ 1.9％ 1.8％ 1.7％

概　要

無駄な負担を増やさないよう、市税などは納期限内に納付してくださ
い。また、納め忘れを防ぐため、口座振替をお勧めします。
口座振替の手続きや、納期限内に納付できないなどの相談は、税務課ま
でご連絡願います。
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CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

広
告

国 民 年 金

ほけん課 国保・年金係 ☎ 22-3145

年金を受け取るための保険料納付期間が短縮されました

　

 

金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
期
間（
保
険
料
納
付
済

等
期
間
）が
10
年
に
短
縮
さ
れ
、こ
れ
ま
で
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
も
年
金
が
受
給
で
き
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
の
方
に
は
、２
月
末
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
日
本

年
金
機
構
か
ら「
年
金
請
求
書
」を
順
次
お
送
り
す
る
予
定
で

す
。書
類
が
届
き
ま
し
た
ら
、必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、熊

本
東
年
金
事
務
所
ま
た
は
年
金
出
張
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
東
年
金
事
務
所（
年
金
出
張
相
談
予
約
申
込
）

☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３

年

CITY  INFORMATION

●対象者
　 平成 29 年 8 月 1 日時点で、すでに 65 歳以上で、保険料納付

済等期間（年金を受け取るために必要な期間）が 10 年以上ある人
●受給開始日
　 平成 29 年 9 月分の年金を 10 月にご指定の口座へ振り込

みます（以降、２カ月分の年金を偶数月にお支払いします）
●受給額
　 保険料を納めた期間に応じて支給年金額を決定
※�国民年金の後納制度や任意加入により、年金額を増やすこ
とができる場合があります。

●その他
▷ 保険料納付済等期間が１０年に満たない場合は、原則、年金

を受給できません。ただし、後納制度や任意加入により受給
が可能になる場合がありますので、年金事務所または、ほけ
ん課国保・年金係、各支所にご相談ください。

▷ 年金の請求手続きに本人が行くことができない場合は、委
任状により代理人に手続きを委任できます。

概　要

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、年
を
と
っ
た
と
き
や
い
ざ
と
い

う
と
き
の
生
活
を
、現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ

う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

�

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加
入

し
、保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、安
定
し
て
い
ま
す
し
、

年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。�

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

�

国
民
年
金
に
は
、年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年

金
の
ほ
か
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま

す
。障
害
年
金
は
、病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。ま
た
遺
族
年
金
は
、

加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、そ
の
加
入
者
に
よ

り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族(

「
子
の
あ

る
配
偶
者｣

や｢

子｣
)

が
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。�

●
学
生
納
付
特
例
制
度

　

�

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、

ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。対
象
と
な
る
学
生
は
、学
校
教
育
法
に
規
定

す
る
大
学(

大
学
院)

、短
期
大
学
、高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校
及
び
各
種
学
校(

修

業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る
課
程)

、一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

�

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、ご
本
人
及
び

配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。



●補助対象者
①被災当時に住んでいた住家が持ち家（賃貸等ではない）の人。
②世帯の構成員すべてが次のいずれかに該当する人。
　▷ 65 歳以上
　▷身体障害者手帳の等級が 1 級または 2 級の人
　▷療育手帳の等級が A1 または A2 の人
　▷精神障害者保健福祉手帳の等級が 1 級の人
　▷介護保険の認定区分が要介護 4 または 5 の人
　▷中学生までの児童
　▷中学生までの児童を単身で育てている人
③作業を委託し、領収書を受領できる人。（すでに実施されている方も含む）
※ 、申請の際に資格要件を確認させていただき、該当しない場合は補

助の対象とならない場合があります。

●申請期間など
▷除去作業の実施期間
　平成２８年１０月８日㈯から平成２９年３月３１日㈮まで
▷補助申請の期間
　３月３１日㈮まで

●申請方法（持参物・受付場所）
　 委託作業の領収書（写しで可）・印鑑（みとめ印で可）を持参のうえ、

阿蘇市役所福祉課及び内牧・波野支所窓口で申請手続きをしてくだ
さい。なお、申請の際に、補助資格の確認を行いますので、あらかじ
めご了承ください。

●補助金の請求方法
　 申請時に説明しますので、振込口座などが分かるものを準備してく

ださい。

●その他
　※近隣・親類の方々の作業に対するお礼などは対象となりません。
　※清掃・除去など道具の購入などは対象となりません。
　※阿蘇市役所ホームページにも情報を掲載しています。
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中 岳 噴 火 関 連

福祉課 総合福祉係 ☎ 22-3167

屋根や雨どいの降灰除去費用の一部を助成します

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

　
年
10
月
８
日
の
阿
蘇
中
岳
噴
火
に
伴
い
、降
灰
の
被
害

を
受
け
た
住
家
の
う
ち
、左
記
の
①
～
③
す
べ
て
に
該

当
す
る
方
を
対
象
と
し
て
、屋
根
及
び
雨
ど
い
の
降
灰
除
去

費
用
の
一
部
補
助（
上
限
２
万
円
）を
行
い
ま
す
。

　

本
事
業
は
、独
力
で
の
作
業
が
困
難
で
、業
者
な
ど
へ
委
託

せ
ざ
る
を
得
な
い
方
々
へ
の
支
援
を
目
的
と
す
る
事
業
と
な

り
ま
す
の
で
、事
業
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

昨

CITY  INFORMATION

手続方法など

広
告


